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臨時休校に伴う今後の予定や児童の生活について 

 

先日お知らせいたしました通り、新型コロナウィルス感染拡大の防止のために、四万十市

内の全小・中学校が４月１３日（月）～４月２４日（金）まで臨時休校の措置をとることと

なりました。これは、新型コロナウィルスの今後の感染拡大を終息させるためであり、また

何より児童・生徒の健康・安全を第一に考えての措置です。併せてこの感染症が、児童・生

徒だけでなく、その家族や社会に与える影響が大きいことも勘案した上での臨時休校措置と

なっております。高知県内では、昨日、１１人が新型コロナウィルスに感染していることが

確認されました。この１週間で２９人の感染が確認されるなど、感染者が急増しているこ

とに留意し、保護者に皆様には、色々とご心配をおかけいたしますが、臨時休校中のお子さ

んの生活について、下記内容を確認し、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いい

たします。 

記 

１ 学校休業と再開について 

  ①臨時休校期間 ４月１３日（月）～４月２４日（金） 

  ②学校再開日  ４月２７日（月）・・・新型コロナウィルスの感染状況等によっては再延期と

なる可能性もあります。 

 

２ ４月行事の変更について（裏面４月行事予定参照） 

  ①参観日    ４月２６日（日）に予定していた参観日は中止とし、学校は休みです。 

          ４月２７日（月）は学校があり、給食を実施します。 

          また、２６日（日）に予定していた PTA 総会もありません。 

 

  ②遠足     ４月３０日（木）に予定していた遠足は、延期とします。 

          延期の期日は未定です。状況を見て判断します。 

          給食を実施しますので、弁当は不要です。 

また、５月１日も給食を実施しますので、弁当は不要です。 

 

  ③標準学力調査 ４月２３日（木）に予定していた標準学力調査は延期します。 

          昨年度までの学習内容のテストです。延期の時期は未定です。 

 

３ 授業時数の確保について 

  〇臨時休校となった１０日間の授業日数を確保する必要がありますので、夏季休業期間 

を短縮し授業日に当てたり、学年によっては７時間目の授業を設定したりして授業時 

数の確保に努めていくことになりますので、ご理解・ご協力をお願いします。 



４ 休校中の生活と学習について 

  ①原則、自宅での学習です。春休みや夏休み等の長期休業とは異なり、新型コロナウィ 

ルスの感染リスクを避けるための臨時休校ですので、各家庭でも子どもさんにご指導 

下さい。 

②感染リスクが高くなる場を避ける 

３つの条件〈換気の悪い密閉空間〉〈多くの人が密集〉〈近距離での会話や発声〉が同

時に重なる場を避けるようにお願いします。なお、可能な範囲で、これら１つ１つの

条件が発生しないようにも気を付けていただきたいと思います。 

③感染症対策として、不要不急の外出等は控えるようお願いします。また出かける場合 

には可能な限りマスクを着用し、アルコール消毒や手洗いもお願いします。 

④休校期間中の生活について、「中村小生活リズムチェックカード」に記入することに

しています。１年生は保護者の方に記録をお願いします。生活リズムの乱れが様々な

ことに影響します。起床と就寝、食事、家庭での過ごし方など、お子さんと一緒に、

１日の過ごし方など話し合って計画的に過ごすことをお願いします。ゲームやスマー

トフォンなどを使用する時間やルールも各家庭で必ず確認をお願いします。 

  ⑤各学年とも、臨時休校中の学習課題（読書を含む）を用意しますので、取り組むよう 

にして下さい。可能な範囲でお子さんと一緒に読書をしたり、声かけをしたりして 

課題を確認して下さい。 

  ⑥各家庭には、冊子「家庭で取り組む高知の道徳」を配付しています。 

   お子さんと共に書き込みながら、生活を振り返ることができますので 

   この機会にぜひ開いてみてください。お子さんの現在、未来につなが 

ります。 

  ⑦インターネットを使った学習サイトの紹介（裏面参照） 

文部科学省「子供の学び応援サイト」 

 

 

５ その他 

  ①４月２６日（日）まで、原則、校庭を含む学校施設の開放は中止します。（四万十市 

教育委員会の方針） 

  ②休校期間中にも教職員は勤務しておりますので、万が一、お子さんに感染症が確認さ 

れた場合には、必ず学校に連絡をお願いします。 

また、お子さんのことで何か心配されるようなことが起こった場合には、遠慮なく 

   学校までご連絡下さい。 

  ③児童生徒の部活動やスポーツ少年団等の活動は、４月８日（水）～４月２６日（日） 

まで、禁止されています。（四万十市教育委員会より要請済） 

  ④手作りマスクについて 

   マスクの確保が困難な状況が続いています。教室での授業において、適切に換気を実

施した上で、マスクを着用して授業をすることが望ましいとされています。手作りマス

クをご用意できる方は、その作り方が次のサイトで紹介されていますのでお知らせしま

す。（文部科学省） 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html 
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